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○委員長 大原龍彦君 

  皆さん、こんにちは。 

  防災建設常任委員会を開催しましたところ、定刻までのご参集いただきましてありがとう

ございます。 

  お手元に、議案第10号の議題の中で請求のありました資料が配付してあります。よろしく

お願いいたします。 

  定足数に達しておりますので、ただいまから防災建設常任委員会を開会いたします。 

  本委員会に付託されております案件は１件であります。慎重にご審査をお願いいたしたい

と思います。 

  審査に先立ち、町長より挨拶をお願いいたします。 

○町長 横江淳一君 

  挨拶した。 

○委員長 大原龍彦君 

  どうもありがとうございました。 

  これより議事に入りますが、質疑、討論につきましては、極めて簡潔明瞭にされるようお

願いいたします。 

  なお、議事整理上、発言は委員長の許可を得てからにしてくださるようよろしくお願いを

いたします。 

  議案第18号「蟹江町自転車等の放置の防止に関する条例及び蟹江町都市公園条例の一部改

正について」を議題といたします。 

  提案説明は済んでおりますが、補足説明はありますか。 

○産業建設部長 上田 実君 

  特にございません。 

○委員長 大原龍彦君 

  質疑はありますか。 

○委員 松本正美君 

  関連で聞いていいですか。今、今回の区画整理の関係で、今が桜になったということです

ので、それはよろしいのですけれども、最近、この放置自転車のことでいろいろと聞かれる

方があるのですけれども、駅前にＪＲの自転車の駐輪場があるわけなんですけれども、今、

話題のＪＲの橋上化ということもありますので、そうしたときに、自転車の駐輪場の整備は、

これは今後どういうような形で変わってくるのか、ちょっとお聞きしたいと思いますし、そ

れと、盗難の自転車の被害の、たまに自転車の輪っぱが曲げられたとかと聞くのですけれど

も、そんな事故が起きているようなことが、町当局のほうにお話があるのですか。ちょっと

お聞きしたいのですが。 
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○土木農政課長 伊藤保彦君 

  ただいまの、今度、区画整理が本換地になった関係上、また、橋上駅の関係ということで、

どんどん人数が、利用される方がということでございますが、ＪＲ蟹江駅の西の自転車駐車

場でございますが、こちらは300台収容のところで、現在246台が埋まって、82％が現在利用

をしてございます。あきがあるということでございます。ＪＲ蟹江駅の北側の自転車駐車場

につきましては、500台の収容台数に対しまして177台を現在利用されてございます。という

ことは35.4％の利用でございます。あと、ＪＲの南側につきましては、600台に対しまして

512台が今現在利用してございます。85.3％の利用率でございます。 

  したがいまして、まだ余裕があるということでございまして、今後また今から新しくとい

うことは、今は考えてございません。 

  それと、被害につきましては、今のところ、そういったことはうちのほうでは聞いてござ

いません。 

  あと、27年度につきましては、防犯カメラを北側と西側のほうにつけさせていただきます

し、平成26年度につきましては、ＪＲ蟹江駅の南側の自転車駐車場に８台つけさせていただ

きました。 

  以上でございます。 

○委員長 大原龍彦君 

  他に質疑はございませんか。 

（なしの声あり） 

  他に質疑がないようですので、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。 

  先に原案に反対者の発言を許します。 

（発言する声なし） 

  討論がないようですので、討論を終結して、原案のとおり決することにご異議ありません

か。 

（異議なしの声あり） 

  ご異議なしと認めます。したがって、議案第18号「蟹江町自転車等の放置の防止に関する

条例及び蟹江町都市公園条例の一部改正について」は原案のとおり決定いたしました。 

  以上で本日付託されました案件は全て終了しました。 

  なお、委員長報告の作成については私にご一任願います。 

  これで防災建設常任委員会を閉会いたします。 

  ご苦労さまでございました。 

（午後 ２時３５分） 
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会議の経過を記載して、その相違ないことを証するためここに署名する。 
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